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Ⅰ  気仙沼・本吉地域広域行政事務組合の財務書類の公表について 

 

１  地方公会計制度の導入経緯 

 地方公共団体の予算・決算における会計制度（官庁会計）は、現金収支を議会の民主的

統制下に置くことにより、適正で確実な予算執行を図るという観点から、単式簿記による

現金主義会計を採用しています。 

 しかし、この単式簿記による現金主義会計では、財務書類上のストック情報（資産・負

債）やコスト情報（減価償却費、退職手当引当金等）が一覧的に把握できないため、それ

らを補完するものとして複式簿記による発生主義会計を導入し、より透明性を高めながら

財政の効率化や適正化を図ることが求められています。 

  

国は、平成１８年６月に地方公共団体における資産・債務管理改革の推進などを規定し

た「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（法律第47号）」 

 を制定し、さらに、同年８月には「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための

指針」を策定するなど、地方公共団体に対する公会計改革として、国の作成基準に準拠し

た財務書類（賃借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書）の作

成を要請しました。 

  気仙沼・本吉地域広域行政事務組合（以下「組合」という。）は、この法律や指針に基

づき、段階的に財務書類の整備をすすめてまいりましたが、平成２７年１月、総務省から

「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が公表され、すべての地方公共団体が、こ

の統一的な基準に基づく財務書類を作成することが求められました。 

 当組合はこうした背景を踏まえ、国が示す統一的な基準に基づく財務書類を作成しまし

た。 
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２  気仙沼・本吉地域広域行政事務組合の取り組み 

当組合では、総務省が示す統一的な基準に基づき、平成２７年度から固定資産台帳を整備

し、平成２８年度から決算データに基づく期末一括仕訳の財務書類を作成しています。 

この財務書類は、当組合の現金取引や資産・負債などのストック情報、及び減価償却費・

退職手当引当金などのコスト情報を表しており、組合の財務状況を計るうえで有効な方途の

一つと考えております。 

 

３  作成の基準日 

財務書類の作成基準日は、各会計年度末（３月３１日）となります。 

平成２９年度決算に係る財務書類は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日（基

準日）が会計年度となります。 

なお、地方公共団体の会計年度に係る出納整理期間（翌年４月１日から５月３１日まで）

の収支は、基準日までに終了とみなして計上されます。 

 

４  作成の対象とする範囲 

 

 

 

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合 

  会計区分 

         一般会計 …一般会計等 

宮城県市町村職員退職手当組合 

       

連結会計 
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５  財務書類間の相互関係図 

 

 

 

 

 

単位：千円

一般会計等 一般会計等
1.固定資産 4,972,444 1.固定負債 483,486

（1）事業用資産 4,473,095 （1）地方債 239,878
（2）インフラ資産 - （2）長期未払金 -
（3）物品 210,708 （3）退職手当引当金 243,609
（4）無形固定資産 - （4）損失補償等引当金 -
（5）投資及び出資金 - （5）その他 -
（6）投資損失引当金 - 2.流動負債 155,196
（7）長期延滞債権 - （1）1年以内償還予定地方債 73,013
（8）長期貸付金 - （2）未払金 -
（9）基金 288,640 （3）未払費用 -
（10）その他 - （4）前受金 -
（11）徴収不能引当金 - （5）前受収益 -

2.流動資産 39,838 （6）賞与等引当金 82,042
（1）現金預金 17,762 （7）預り金 141
（2）未収金 - （8）その他 -
（3）短期貸付金 - 638,682
（4）基金 22,077
（5）棚卸資産 - （1）固定資産等形成分 4,994,521
（6）その他 - （2）余剰分（不足分） △ 620,921
（7）徴収不能引当金 - 4,373,600

5,012,282 5,012,282

純資産の部

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

資産の部 負債の部

負債合計

貸借対照表

単位：千円 単位：千円

一般会計等 一般会計等

経常費用 2,559,837 前年度末純資産残高 4,283,691

1.業務費用 2,208,025 純行政コスト △ 1,860,088

（1）人件費 1,297,686 財源 1,686,263

（2）物件費等 566,541 （1）税収等 1,661,061

（3）その他の業務費用 343,797 （2）国庫等補助金 25,202

2.移転費用 1,779 本年度差額 △ 173,825

経常収益 351,812 資産評価差額 -

1.使用料及び手数料 7,884 無償所管換等 -

2.その他 343,928 他団体出資等分の増加 -

純経常行政コスト 1,986,698 他団体出資等分の減少 -

臨時損失 - その他 263,734

臨時収益 126,609 本年度純資産変動額 89,909

純行政コスト 1,860,088 本年度純資産残高 4,373,600

行政コスト計算書 純資産変動計算書

単位：千円

一般会計等

業務活動収支 13,849
1.業務支出 2,010,843
2.業務収入 2,024,692
3.臨時支出 -
4.臨時収入 -

投資活動収支 △ 196
1.投資活動支出 91,630
2.投資活動収入 91,434

財務活動収支 △ 23,474
1.財務活動支出 68,274
2.財務活動収入 44,800

本年度資金収支額 △ 9,821
前年度末資金残高 27,442
本年度末資金残高 17,621

前年度末歳計外現金残高 114
本年度歳計外現金増減額 27
本年度末歳計外現金残高 141
本年度末現金預金残高 17,762

資金収支計算書

① 

③ 
② 
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① 貸借対照表の資産の部、「現金預金」は、資金収支計算書の「本年度末現金預金残高」と一

致します。 

② 行政コスト計算書の「純行政コスト」と、純資産変動計算書の「純行政コスト」は一致します。 

（純行政コストは純資産の減少要因となるため、純資産変動計算書上はマイナス表記となりま

す）。 

③ 貸借対照表の純資産の部の「純資産合計」は、純資産変動計算書の「本年度純資産残高」と

一致します。 
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Ⅱ  気仙沼・本吉地域広域行政事務組合の財務書類について 

 

１  貸借対照表 

地方公共団体の決算書は、「一年間でどのような収入がいくらあり、その収入を何にい

くら使ったか？」といった単年度の収支状況を表していますが、「現在、どのような資産

（価値）や負債があるのか？」という情報は表示されていません。 

 

この「貸借対照表」は、当組合が基準日現在に有する資産や負債を表しています。 

左側の「資産」は、保有する資産の科目や金額を表しています。 

右側の「負債」・「純資産」は、左側の「資産」を形成するためにどのような財源で賄

われてきたのかを表しています。 

「負債」は、将来に向けて負担すべき債務となることから、将来世代に対しての負担と

とらえることができ、一方で「純資産」は、将来へ向けて負担義務のない資産となり、先人

や現役世代、または国や県が負担した財産となります。 

 

① 平成２９年度貸借対照表 

 

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に誤差が生じます。 

単位：千円

一般会計等 一般会計等
1.固定資産 4,972,444 1.固定負債 483,486

（1）事業用資産 4,473,095 （1）地方債 239,878
（2）インフラ資産 - （2）長期未払金 -
（3）物品 210,708 （3）退職手当引当金 243,609
（4）無形固定資産 - （4）損失補償等引当金 -
（5）投資及び出資金 - （5）その他 -
（6）投資損失引当金 - 2.流動負債 155,196
（7）長期延滞債権 - （1）1年以内償還予定地方債 73,013
（8）長期貸付金 - （2）未払金 -
（9）基金 288,640 （3）未払費用 -
（10）その他 - （4）前受金 -
（11）徴収不能引当金 - （5）前受収益 -

2.流動資産 39,838 （6）賞与等引当金 82,042
（1）現金預金 17,762 （7）預り金 141
（2）未収金 - （8）その他 -
（3）短期貸付金 - 638,682
（4）基金 22,077
（5）棚卸資産 - （1）固定資産等形成分 4,994,521
（6）その他 - （2）余剰分（不足分） △ 620,921
（7）徴収不能引当金 - 4,373,600

5,012,282 5,012,282

純資産の部

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

資産の部 負債の部

負債合計

貸借対照表
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～用語解説～ 

固定資産 

事業用資産･･････････公共サービスに供されている資産でインフラ資産以外の資産 

（例：庁舎、ごみ処理施設、し尿処理施設、学校など） 

インフラ資産････････社会基盤となる資産 

（例：道路、橋、公園、上下水道施設など） 

物品････････････････車輛、物品、美術品など 

無形固定資産････････ソフトウェアなど 

投資及び出資金･･････有価証券、出資金、出捐金など 

投資損失引当金･･････連結団体に対する出資にかかる実質価額が著しく低下した場合に計

上 

長期延滞債権････････滞納繰越調定収入未済分 

長期貸付金･･････････自治法第240条第1項に規定する債権である貸付金 

（流動資産に区分されるもの以外） 

基金････････････････流動資産に区分される以外の基金（減債基金、その他の基金） 

その他･･････････････上記以外及び徴収不能引当金以外のもの 

徴収不能引当金･･････未収金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額（不納

欠損額）を見積もったもの（固定資産分） 

流動資産 

現金預金････････････手許現金や普通預金など 

未収金･･････････････税金や使用料などの未収金 

短期貸付金･･････････貸付金のうち、翌年度に償還期限が到来するもの 

基金････････････････財政調整基金、減債基金 

棚卸資産････････････売却目的保有資産 

その他･･････････････上記以外及び徴収不能引当金以外のもの 

徴収不能引当金･･････未収金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額（不納

欠損額）を見積もったもの（流動資産分） 

固定負債 

地方債･･････････････地方公共団体が発行した地方債のうち、償還予定が1年超のもの 

長期未払金･･････････自治法第214条に規定する債務負担行為で確定債務とみなされるも

の及びその他の確定債務のうち流動負債に区分されるもの以外 

退職手当引当金･･････原則期末自己都合要支給額（負担金支出により計上しない） 

損失補償等引当金････履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団

体財政健全化法上、将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上

します。 

その他･･･････････････上記以外の固定負債 



 

7 

 

 

流動負債 

1年内償還予定地方債･･地方公共団体が発行した地方債のうち、1年以内に償還予定のもの 

未払金･･･････････････基準日時点までに支払義務発生の原因が生じており、その金額が

確定し、または合理的に見積もることができるもの 

未払費用･････････････一定の契約に従い、継続して役務の提供を受けている場合、基準

日時点において既に提供された役務に対して未だその対価の支払

を終えていないもの 

前受金･･･････････････基準日時点において、代金の納入は受けているが、これに対する

義務の履行を行っていないもの 

前受収益･････････････一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、基準日時点

において未だ提供していない役務に対し支払を受けたもの 

賞与等引当金･････････基準日時点までの期間に対応する期末手当・勤勉手当及び法定福

利費 

預り金･･･････････････基準日時点において、第三者から寄託された資産に係る見返負債 

その他･･･････････････上記以外の流動負債 
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２  行政コスト計算書（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 

「行政コスト計算書」は、民間企業の損益計算書にあたるもので、行政運営のためにか

かったコスト（費用）のうち、人的サービスや給付サービスなど資産形成につながらない

行政サービスに要したコストを表しています。 

（物件費などの現金支出をともなうコストや、減価償却費や退職手当引当金などの現金

支出をともなわないコストを含んでいます。） 

また、その行政サービスを提供するうえで、直接的な対価となる「使用料及び手数料」

といった受益者負担が、どの程度の金額であったかを把握することができます。 

経常費用と経常収益の差額である「純経常行政コスト」は、受益者負担以外の市町村税

や地方交付税，国庫支出金・県支出金などで賄われたコストを表しています。 

 

こうしたコストを把握することは、組合の行政活動の効率性につながり、また、単年度の

資産形成支出の多寡にのみ着目せずに、長期的なコスト意識を醸成することにもつながる

ものと考えられています。 

 

① 平成２９年度行政コスト計算書 

 

 

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に誤差が生じます。 

単位：千円

一般会計等

経常費用 2,559,837

1.業務費用 2,208,025

（1）人件費 1,297,686

（2）物件費等 566,541

（3）その他の業務費用 343,797

2.移転費用 1,779

経常収益 351,812

1.使用料及び手数料 7,884

2.その他 343,928

純経常行政コスト 1,986,698

臨時損失 -

臨時収益 126,609

純行政コスト 1,860,088

行政コスト計算書
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～用語解説～ 

経常費用 

業務費用 

人件費･･･････････････職員給与費や賞与等引当金繰入額、退職手当引当金繰入額など 

物件費等･････････････職員旅費、委託料、消耗品や備品購入費（消費的性質）、施設等の

維持修繕にかかる経費や減価償却費など 

その他の業務費用･････支払利息、徴収不能引当金繰入額、過年度分過誤納還付 

移転費用･････････････住民への補助金や生活保護費などの社会保障費、特別会計への資

金移動など 

 

経常収益 

使用料及び手数料･････財・サービスの対価として使用料・手数料の形で徴収する金銭 

その他･･･････････････過料、預金利子など 

 

臨時損失及び臨時利益 

臨時損失･････････････資産除売却損など 

臨時利益･････････････資産売却益など 
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３  純資産変動計算書（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 

純資産変動計算書は、「貸借対照表の純資産が一年間でどのような要因で増減したのか？」

を表したもので、「本年度末純資産残高」が貸借対照表の「純資産合計」と一致します。 

この計算書では、行政コスト計算書に計上されていない構成市町負担金や国・県補助金等が

本表における財源として計上されています。 

また、「純行政コスト」が、行政コスト計算書の「純行政コスト（「経常費用－経常収益＋

臨時損失－臨時利益）」を賄うものとして金額が一致します。 

（純資産変動計算書のうえではマイナス要因となっています。） 

 

① 平成２９年度純資産変動計算書 

 

 

※純行政コストは純資産の減少要因の為、純資産変動計算書ではマイナス表記となります。 

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に誤差が生じます。 

 

単位：千円

一般会計等

前年度末純資産残高 4,283,691

純行政コスト △ 1,860,088

財源 1,686,263

（1）税収等 1,661,061

（2）国庫等補助金 25,202

本年度差額 △ 173,825

資産評価差額 -

無償所管換等 -

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 263,734

本年度純資産変動額 89,909

本年度純資産残高 4,373,600

純資産変動計算書
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～用語解説～ 

前年度末純資産残高･･････前年度末の純資産の額（前年度貸借対照表と一致） 

純行政コスト････････････行政活動に係る費用のうち、人的サービスや給付サービスな

ど、資産形成につながらない行政サービスに係る費用（行政

コスト計算書の「純行政コスト」と一致） 

財源 

税収等････････････････地方税、地方交付税、地方譲与税など 

国県等補助金･･････････国庫支出金及び都道府県支出金など 

資産評価差額････････････有価証券等の評価差額 

無償所管換等････････････無償で譲渡または取得した固定資産の評価額など 

その他･･････････････････上記以外の純資産の変動（調査判明の資産など）
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４  資金収支計算書（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 

資金収支計算書は、一年間の資金の増減を３区分に分類し、どのような活動に資金が必

要であったかを表しており、「本年度末現金預金残高」は、賃借対照表の「現金預金」と

一致します。 

この３区分のうち、「業務活動収支」は通常の行政サービスに関する収支を、「投資活動

収支」は資産形成に関する収支を、「財務活動収支」は地方債等の借入れや償還に関する

収支を、各々計上しています。 

 

① 平成２９年度資金収支計算書 

 

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に誤差が生じます。 

 

単位：千円

一般会計等

業務活動収支 13,849
1.業務支出 2,010,843
2.業務収入 2,024,692
3.臨時支出 -
4.臨時収入 -

投資活動収支 △ 196
1.投資活動支出 91,630
2.投資活動収入 91,434

財務活動収支 △ 23,474
1.財務活動支出 68,274
2.財務活動収入 44,800

本年度資金収支額 △ 9,821
前年度末資金残高 27,442
本年度末資金残高 17,621

前年度末歳計外現金残高 114
本年度歳計外現金増減額 27
本年度末歳計外現金残高 141
本年度末現金預金残高 17,762

資金収支計算書


